
1456 ( 551 ) 1515 ( 574 ) 1586 ( 627 ) 1732 ( 689 ) 1820 ( 788 )

1307 ( 462 ) 1306 ( 492 ) 1355 ( 497 ) 1545 ( 605 ) 1461 ( 582 )

うち支給決定
件数 497 ( 150 ) 472 ( 146 ) 498 ( 168 ) 506 ( 160 ) 465 ( 163 )

  [認定率] [38.0%] ( 32.5% ) [36.1%] ( 29.7% ) [36.8%] ( 33.8% ) [32.8%] ( 26.4% ) [31.8%] ( 28.0% )

213 ( 19 ) 199 ( 15 ) 198 ( 18 ) 221 ( 14 ) 200 ( 22 )

210 ( 21 ) 205 ( 16 ) 176 ( 14 ) 208 ( 14 ) 199 ( 21 )

うち支給決定
件数 99 ( 2 ) 93 ( 5 ) 84 ( 2 ) 98 ( 4 ) 76 ( 4 )

   [認定率] [47.1%] ( 9.5% ) [45.4%] ( 31.3% ) [47.7%] ( 14.3% ) [47.1%] ( 28.6% ) [38.2%] ( 19.0% )

21 ( 6 ) 21 ( 4 ) 13 ( 2 ) 7 ( 0 ) 21 ( 6 )

うち自殺 10 ( 1 ) 13 ( 0 ) 7 ( 1 ) 4 ( 0 ) 5 ( 1 )

図２－１　精神障害の請求、決定及び支給決定件数の推移

　注  １　本表は、労働基準法施行規則別表第１の２第９号に係る精神障害について集計したものである。
　　　 ２  決定件数は、当該年度内に業務上又は業務外の決定を行った件数で、当該年度以前に請求があったものを含む。
　　　 ３  支給決定件数は、決定件数のうち「業務上」と認定した件数である。
　　　 ４　認定率は、支給決定件数を決定件数で除した数である。
　　　 ５　自殺は、未遂を含む件数である。
　　　 ６　審査請求事案の取消決定等とは、審査請求、再審査請求、訴訟により処分取消となったことに伴い新たに支給決定した事案である。
　　　 ７　審査請求事案の取消決定等による支給決定件数は、上表における支給決定件数の外数である。
　　　 ８　（ ）内は女性の件数で、内数である。なお、認定率の（ ）内は、女性の支給決定件数を決定件数で除した数である。
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精神障害

支給決定件数

決定件数
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審査請求事案の取消決定等による支給決定状況　注６

平成30年度平成27年度

表２－１　精神障害の労災補償状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年    度

区   分
平成30年度平成29年度平成27年度 平成28年度

平成28年度

平成26年度

平成26年度 平成29年度
年    度

う　ち　自　殺

請求件数

決定件数

請求件数

1456
1515

1586

1732
1820

1307 1306
1355

1545
1461

497 472 498 506 465
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